
R6年 2学期期末 

 

１ 3年地理探究 

５（探究力問題）  

メイコさんは、地理探究の授業で「北陸新幹線小松駅開業を踏まえた産業立地と街づくり」を

テーマにした発表スライドを作成するための資料を準備した。これらの資料を踏まえながら、各

問いに答えよ。 

 

問１ 資料４の文章中の下線部 a に関して、もしあなたが市長なら資料１のエリアにおいて、

どのような産業を誘致するかについて資料の内容に触れながら端的に述べよ。 

問２ 資料４の文章中の下線部 b を実現させるうえで、あなたが特に重要と考える取組みにつ

いて一つ挙げ、それがなぜ重要かについて説明せよ。 

 

資料１ 

 

 

資料２ 

新幹線駅（線名）～空港名 距離 

小松駅（北陸新幹線）～小松空港 

新花巻駅（東北新幹線）～花巻空港 

新潟駅（上越新幹線）～新潟空港 

新神戸駅（山陽新幹線）～神戸空港 

富山駅（北陸新幹線）～富山空港 

4.2km 

5.0km 

7.7km 

8.0km 

8.1km 

 

資料３ 小松市における企業売上高（企業単位）大分類 



売上高（企業単位）：619,365百万円 

 

【出典】総務省、経済産業省「経済センサス‐活動調査」を RESASが再編加工したもの 

統計年次は 2021 年 

 

資料４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

小松を日本海側の拠点都市へ 

小松市企業立地ガイドをご覧いただき、誠にありがとうございます。 

2024 年春の北陸新幹線小松駅開業を控え、小松空港を有する本市は、百年に一度

の好機を迎えています。 a 小松空港と小松駅周辺は車でわずか 10 分。新幹線効

果を最大化し日本海側の拠点都市となるために、交流人口拡大と地域経済発展へ

向けた取り組みを本格化していきます。立地先を探している企業の皆様にご紹介

すべく、新たな産業団地の候補地選定も進めているところでございます。 立地企

業のパートナーとして、b 若い世代や女性・シニア・外国人、だれもが幸せに働

けるよう、人材育成や生活環境を一層充実させ、企業とともに持続的に成長でき

るまちを目指していきます。 

小松市長  

『小松市企業立地ガイド』より抜粋 

 

製造業 
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卸売・小売業 
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建設業 

8.7％ 

 

 

 

医療・福祉 

6.3％ 

 

 
運輸・郵便 2.2％ 



２ ３年世界史探究 

２ 問 11 下のグラフは、第一次世界大戦前後のドイツ・イギリス・フランス 3か国の年間国家予算あ

たりに占める国防費(以下 A)と社会政策関係費(以下 B)についてあらわしたものである。第一次

世界大戦後、この 3か国では Aと Bは総じてどのような傾向が見られるか、またそのような傾

向が見られるのはなぜか、具体的に説明しなさい。説明にあたっては、以下の語句を必ず使用し

なさい。 

   【  協調外交   総力戦   参政権  】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 問 1 下線部 aについて、全権委任法は国会そのものが国会の立法権を否定することになったため、

議会制民主主義の崩壊の事例として取り上げられることが多いが、ヒトラーがこの法を成立させ

る以前からドイツの国会はすでに機能不全に陥り、議会に拘束されない政治が展開されていたと

の見方もある。そのような状況が生じたのは当時のドイツの憲法のある規定が原因であった。そ

の規定とはどのようなものであり、それが議会制民主主義の崩壊につながるのはどうしてか、次

ページの憲法の条文を参考にして説明しなさい。【思】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドイツ 

ドイツ 

イギリス 

イギリス 
フランス 

フランス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1条  ドイツ国
ライヒ

は共和国である。国家権力は国民に由来する。 

第 22条  議員は、普通、平等、直接および秘密の選挙において、……満 20歳以上の男女によっ

て選出される。 

第 41条  ライヒ大統領は、……国民の直接選挙により選出される。…… 

第 43条  ライヒ大統領の在任期間は 7年間とする。…… 

第 48 条  ……ドイツ国内において、公共の安全および秩序に著しい障害が生じ、またそのおそ

れがあるときは、ライヒ大統領は、公共の安全および秩序を回復させるために必要な措

置をとることができ、必要な場合には、武装兵力を用いて介入することができる。この

目的のためには大統領は一時的に第 114条(人身の自由)、第 115条(住居の不可侵)、第

117条(信書・郵便・電信電話の秘密)、第 118条(意見表明の自由)、第 123条(集会の権

利)、第 124条(結社の権利)、および第 153条(所有権の保障)に定められている基本的人

権の全部または一部を停止することができる。…… 

第 159 条 労働条件と経済条件の維持と改善とを目指す団結の自由は、あらゆる人々とあらゆる

職業に対して保障される。この自由を制限し、または妨げようと試みるあらゆる協定と

処置は違法である。 


